
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
の
特
例
の
基
準
）

（
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
の
特
例
の
基
準
）

第
十
条
の
三

（
略
）

第
十
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
建
築
物
（
そ
の
用
途
又
は
規
模
の
特

殊
性
に
よ
り
同
条
第
三
項
の
条
例
で
制
限
が
付
加

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。）の
用
途
及
び
規
模
に

関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
建
築
物
の
用
途
及
び
規
模
に
関
す
る

基
準
は
、
延
べ
面
積
（
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の

建
築
物
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
延
べ
面

積
の
合
計
）
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
一
戸

建
て
の
住
宅
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
道
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
用
途
で
あ
る
こ

と
。

（
新
設
）

イ

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道

法
別
表

第
一

欄

項
に
掲
げ
る
用
途
以
外
の
用
途

令和年月日 火曜日 第号官 報

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
基
準
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫





ロ

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
道

一
戸
建

て
の
住
宅
、
長
屋
又
は
法
別
表
第
二

項
第

二
号
に
掲
げ
る
用
途

二

延
べ
面
積
（
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築

物
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
延
べ
面
積

の
合
計
）
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る

こ
と
。

（
新
設
）

４

（
略
）

４

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 火曜日 第号官 報


